
公 告 

 

このたび、土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条の規定により県営青野

地区 区画整理（経営体育成基盤整備「面的集積型」）事業を変更したいので、

同条第１項の規定により当該事業変更計画の概要を公告します。 

なお、この受益地域内にある農用地の所有者でその農用地につき耕作若しく

は養畜の業務を営まない者又はこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以

外の権原に基づき使用及び収益している者で、その農用地又は農用地以外の土

地につきこの県営土地改良事業に参加しようとする者は、同法第３条の規定に

より令和８年６月１８日までに関係市の農業委員会に申し出てください。 

 

令和８年６月９日 

 

 

新潟県上越地域振興局長 原田 正則 

 


